
【イメージ図】

　※実務経験該当者：育児を理由に離職した女性、退職後も障害福祉業務に就業を
希望する高齢者等

　※初任者研修の受講資格のある支援員（既従事者）が相談支援専門員となることにより、
支援員が欠員となるため、無業者を本事業で新規採用することによりそれを補充する。

　※既従事者は初任者研修終了後、支援員から相談支援専門員となり、新たに雇用した者は
支援員として継続雇用となる。

【スケジュール】

令和8年2～3月 事業所募集・決定
令和8年4月 契約締結・事業実施
令和9年3月 実績報告提出・精算

≪令和7年度当初予算≫

実施事業所　　 ２事業所

実施期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

新規雇用者 ２名

事業経費 ７，８９２千円（報酬、付加報酬、社会保険料等）

≪雇用実績≫ （人）

※令和7年12月現在

（参考）

相談支援専門員数 ８８ 名 （令和7年12月現在）
計画策定済人数（障害者） ３，９０５ 名 （ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝ 903名を含む）
　　　〃　　　（障害児） ２，４６５ 名 （ｾﾙﾌﾌﾟﾗﾝ 1,627名を含む）

（令和7年12月現在）
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　　『　事　業　概　要　』

事 業 名 　障害者特定相談支援事業所就業・定着促進事業

対 象
　指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所並びに特定相談支援事業への
参入を計画してる事業所

平成27年度より、障害福祉サービスを利用するためにはサービス等利用計画（計画）
の作成が義務付けられたものの、本区においては、作成することのできる人材（相談支
援専門員）が大幅に不足している。また、計画作成の給付費だけでは指定特定相談支援
事業所等（事業所）において相談支援専門員を確保することが極めて困難な状況であ
る。

そこで、離職した有資格者を新たに雇用することで人材活用を進める。また障害福祉
業務への就業を希望する無業者等を新たに雇用し、事業所に従事している者（既従事
者）が相談支援専門員となるための環境整備を行う。


